
8 月 23 日に鹿児島市県民交流センターで多数の参加者（約 280 名）のなか開催さ
れました。
座談会では道守活動と「日本風景街道（ｼﾆｯｸﾊﾞｲｳｪｲｼﾞｬﾊﾟﾝ）」との関わりについて
の講演と「錦江湾あったまる～と」の各ブロックの代表者の方々によるシンポジウ
ムが行われ、取組の紹介や今後の取組・展開予定などについて話されました。
講師の玉川氏（西日本新聞特別顧問）は、「道という資源をどう活かしていくのか、
造るから使う時代へ」と、あいさつされました。

平成 19年 4月 20 日、日本風景街道戦略会議の委員長である、奥田氏（日本
経済団体連合会名誉会長）より、冬柴国土交通大臣に「日本風景街道の実現に
向けて　提言」が手交されました。

■地域固有の資源を活かし、蘇らせるための活動
・ワークショップ等の開催　・現状調査　・資源発掘調査　・古道、旧道の発掘
・観光拠点のアクセス向上
■美しい景観、風景を創出する活動（美しくない景観を改善する活動）
・広告看板の規制、撤去　・電線、電柱の地中化　・ガードレールの見直し
・植栽・道路清掃活動
■来訪者をもてなし、楽しませる活動
・語り部、ボランティアの育成　・スタンプラリーの開催　・案内看板の整備
・観光に寄与する情報発信（道路、交通情報の提供、ガイドマップ、ガイドブック
の作成）　・オープンカフェの設営・駐車場、ビューポイントの整備　

日本風景街道とは、国土文化の再興に向けて、文化資源の保存や保護、活用だけ
でなく、美しい国土景観の形成、地域活性化や観光振興を有機的（有機体のように
多くの部分が結びついて全体を構成し、互いに密接に関連・影響し合っているさま）
につなぐものであり、道を舞台に多彩な主体の協働により行われるものです。
また日本風景街道は「地域資源」と「活動する人たち」「活動内容」「活動の場」
から構成されるもので、それらを総称して「風景街道」といいます。
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8 月は「道路ふれあい月間」です。

また、今年より 8月 10 日「道守かごしま会議、県下一斉清掃活動｣の日

が提起されたため、「おおすみ分科会」でも両方の活動へ参加を行いました。

来る 9月２日（日）に、一般国道 220 号鹿屋市札元地先において、｢バラ通り

２２０｣と札元商工親睦会による「バラの花」の剪定作業を行ないます。冬季

の花の開花に向けて秋用の剪定作業が行われます。時間のゆるされる方やバラ

に興味のある方は参加されてみてはどうでしょうか？

　９月　２日（日）  バラ通り 220 と札元商工親睦会による植栽管理（剪定）作業
　　　　　　   　　【鹿屋市札元地先  一般国道 220 号沿線】
　９月１１日（火）第４回役員会（予定）【11月 3日のイベント準備等について】
１１月　３日（土）仮称）「道守おおすみ」in かのや 2007【独自イベント】
１２月　８日～９日　道守九州会議交流会 2007【みちづくし in 福岡】
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